














日までに、縦覧に供された街づくり計画の案について、市長に意見書を提
出することができる。

4 第8条第3項の規定は、第 2項の規定による縦覧が終了した時におい
て、 第 1項の街づくり計画の案を街づくり計画として承認しようとする
ときについて準用する。

5 市長は、街づくり計画を承認したときは、その旨を告示しなければなら
ない。

（街づくり計画の変更の届出）
第13条 街づくり協議会は、街づくり計画を変更する必要が生じたときは、

規定で定めるところにより、 その変更すべき内容を市長に届け出なけれ
ばならない。

（街づくり計画の承認の取消し）
第14条 市長は、次に掲げる場合は、 街づくり計画の承認を取消すこと

ができる。
(1)第10条第 1項の規定により当該街づくり計画の原案を提出した街づ
くり協議会の認定を取消した場合において、当該街づくり計画を
維持する必要がないと認めるとき。

(2)前号に掲げるもののほか、 街づくり計画を維持する必要がないと認め
るとき。

2 第8条第3項の規定は前項の規定による承認の取消しをしようとする
ときについて、第12条第5項の規定は前項の規定による承認の取消しを
したときについて準用する。

（街づくり計画の尊重）
第15条 市長は、街づくりを推進するための施策の策定及び実施に当たっ

ては、街づくり計画を尊重しなければならない。
（街づくりの推進を図るための法制度の活用）
第16条 街づくり協議会及び市長は、 街づくりの推進を図るため、地区計画

（都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画をいう。）、建築協
定（建築基準法第 6 9条に規定する建築協定をいう。）その他街づくりに関
する法制度の活用に努めなければならない。

第5章街づくり協定
（街づくり協定の締結）
第17条 街づくり協議会は、市と次に掲げる事項を内容とする街づくり協

定を締結することができる。
(1)街づくり協議会の名称並びに代表者の住所及び氏名
(2)街づくり協定の締結の対象となる地区の位置及び区域
(3)街づくり協定の締結の対象となる地区の街づくりの目標及び方針そ

の他街づくりを推進するために必要な事項
2 街づくり協議会は、市と街づくり協定を締結しようとするときは、 街づ

くり計画に係る区域内の土地の所有者及び借地権者の総数の3分の 2以
上の同意を得、かつ、同意した者の所有地及び借地の地積の合計が土地の
総地積及び借地の総地積の合計の3分の 2以上であることを証する書面
を市長に提出しなければならない。

3 第8条第3項の規定は第 1項の規定による街づくり協定の締結をしよ
うとするときについて、 第 1 2 条第5項の規定は第 1項の規定による街
づくり協定の締結をしたときについて準用する。

（街づくり協定の締結の取消し）
第18条 市長は、次に掲げる場合は、街づくり協定の締結を取消すこと

ができる。
(1)第10条第 1項の規定により当該街づくり計画の原案を提出した街

づくり協議会の認定を取消した場合において、 当該街づくり協定
を維持する必要がないと認めるとき。

(2)前号に掲げるもののほか、街づくり協定を維持する必要がないと認
めるとき。

2 第8条第3項の規定は前項の規定による街づくり協定の締結の取消し
をしようとするときについて、 第 1 2 条第5項の規定は前項の規定によ
る街づくり協定の締結の取消しをしたときについて準用する。

（街づくり協定の内容に適合した開発行為及び建築）
第19条 街づくり協定に係る区域内で開発行為又は建築を行おうとする者

は、これらの行為を街づくり協定の内容に適合して行うよう努めなけれ
ばならない。

（街づくり協定区域内における開発行為及び建築物等の新築等の届出及び協議）
第20条 街づくり協定に係る区域内において次に掲げる行為を行おうと

する者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければ
ならない。

(1) 土地の区画形質又は用途の変更
(2) 建築物その他の工作物の新築、増築若しくは改築又は用途の変更
(3) その他街づくりの推進に影響を及ぼすおそれのある行為

2 市長は、 前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る
行為が街づくり協定に整合しないと認めるときは、 当該届出をした者と
必要な協議を行わなければならない。

3 市長は、前項の協議を行う場合において、必要があるときは、街づくり
推進会議の意見を聴くことができる。

第6章支援及び助成
（街づくり協議会を設立しようとする者に対する支援等）
第21条 市長は、 街づくり協議会を設立するために必要な行為を行うと認

める者に対し、街づくりに関する技術的な支援及び情報の提供を行う。
2 市は、必要があると認めるときは、街づくり協議会を設立しようとする

者に対し、それに要する経費の一部をおおむね 2年を限度として助成する
ものとする。

（街づくり協議会に対する支援等）
第22条 市長は、街づくり協議会に対して、街づくりに関する技術的な支

援及び情報の提供を行う。
2 市は、必要があると認めるときは、街づくり協議会に対し、 その運営に

要する経費の一部をおおむね5年を限度として助成するものとする。
（街づくり専門家の派遣）
第23条 市長は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、 街づくり

専門家を派遣することができる。
(1)地区住民が街づくり協議会を設立するために必要な行為を行ってい

るとき。
(2)街づくり協議会が街づくり計画の原案を策定しようとするとき。
(3) 街づくり協議会が街づくり計画に墓づき街づくり事業を行おうとす

るとき。
(4)前 3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

第7章補則
（年次報告書による進ちょく状況の公表）
第24条 市長は、前章の規定による支援又は助成を行ったときは、 当該支援

又は助成に係る年次報告書を作成し、街づくりの進ちょく状況を公表
しなければならない。

（委任）
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、 規則で定める。

附則
（施行期日）

1 この条例は、 平成16年 4月1日から施行する。

Pキーワー ド定がす1上尾市街づくり 、」じ［邑］

街づくり協議会の詳しい活動内容は、
次のキー ワ ー ドで検索して「上尾市街
づくり推進条例」をご覧ください

連縫先：上尾市都市計画課

T362-8501 

埼玉県上尾市本町 3-1-1 (本庁舎６階）  

電話： 048-775-7629 （直通）

E-mail:s351000@city. ageo. lg. jp
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